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第 5 章 計画の推進 

1 計画の推進体制 

(1)組織横断的な市の推進体制 

環境・経済・社会の統合的向上を図るとともに、環境分野間の横断的な取組を推進するため、

本計画に基づく環境施策及び環境行政の総合的推進に向けた庁内推進体制により、取組を推進し

ます。 

 

(2)多様な主体との協働・連携の体制 

様々な環境分野で活動する多様な主体との協働・連携について、各分野の「横のつながり」の

充実を図るとともに、他の市民活動との連携に向けた取組を推進します。また、地域の環境保全

活動への参加の促進や環境に関する情報の共有などを通じて、各主体の社会的な責任の醸成を促

します。これらにより、本計画の推進の役割を担う市民・事業者との協働・連携の体制の充実に

努めます。さらに、環境問題は広域的に取り組むべき課題が多いことから、国や近隣自治体等と

の連携をより一層進めます。 

 

 ●地域循環共生圏について 

国の第五次環境基本計画では、地域の活力を最大限に発揮することを目指す考え方である

「地域循環共生圏」を提唱しています。 

「地域循環共生圏」とは、各地域が地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形

成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮

されることを目指す考え方です。 

 

環境省ホームページより 
「地域循環共生圏」のイメージ 
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(3)計画の外部評価体制 

市民及び学識経験者等で構成される環境審議会で、環境行政の総合的かつ計画的な推進につい

て調査審議するほか、環境保全に関する重要事項について公正かつ専門的な立場から審議を行い、

本計画の改定や年次報告書による本計画の進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 計画の進行管理 

本計画に基づく施策の実効性を高め、推進していくための進捗管理として、Plan(計画)、Do(実

行)、Check(点検)、Action(見直し)の PDCA サイクルを基本とした施策の点検を進めます。 

本計画の進捗管理を行う加西市環境審議会を毎年予算編成前の時期に開催し、施策を実行する

にあたり必要な予算の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加西市環境審議会 

環境基本法 44 条の規定に基づいて設置された市長の諮問機関で、環境基本計画に

関する事項、環境の保全と創造に関する事項について調査審議し、意見を述べます。 

学識経験者や環境保全に関して識見を有する市民で構成され、主に計画を推進して

いくための取組や現状について評価、改善方策の検討を行います。 

取組の推進 進⾏管理

加西市環境審議会

市民 事業者

組織横断的な

庁内推進体制

加西市 報告

提言

協働・連携

Plan(計画)
環境施策の策定および改定を行います。また、

施策の確実な実行のための事業の立案、施策

の実行計画の検討および予算計画を行います。

Do(実行)
市民や事業者との協働および適正な予算確保

のもとで本計画に基づく施策・事業を実施しま

す。

Check(点検)
環境の現状について把握し、環境施策・事業の

評価を行います。

Action(見直し)
点検・評価結果をふまえ、環境施策の評価およ

び改善方策の検討を行います。

※毎年本市の予算編成前に環境審議会を開催


